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【告示】

番 号 表 題 担当課名

４８２ 大規模小売店舗立地法の規定による届出が 企業支援課

あった件

４８３ 道路の区域を変更する件 道路整備課

４８４ 道路の供用を開始する件 同



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月

二
十
一
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
番
地
一

辻
田

泰
徳

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
上
板
店

所
在
地

板
野
郡
上
板
町
椎
本
字
寺
ノ
前
五
八
三
番
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

変
更
前氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
三

辻
田

泰
徳

号

変
更
後氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
番
地
一

辻
田

泰
徳

４

変
更
年
月
日

令
和
二
年
六
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
二
年
六
月
一
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
上
板
町
産
業
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
九



２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
上
板
町
産
業
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

小
松
島
市
櫛
渕
町
字
外
開
一

六
五
番
地
先
か
ら

旧

二
一
・
四
〜
二
三
・
〇

三
一
三
・
六

同

立
江
町
字
中
ノ
坪

一
七
〇
番
地
先
ま
で

８

阿
南
小
松
島

同

二
一
・
四
〜
三
〇
・
八

三
一
三
・
六

２

小
松
島
市
立
江
町
字
中
ノ
坪

新

二
七
八
番
地
先
か
ら

八
・
二
〜
五
三
・
七

六
九
三
・
〇

同

櫛
渕
町
字
油
免
一

四
番
四
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
末
広
三
丁
目
一
番
三
七

９

地
先
か
ら

徳
島
環
状

二
四
九
・
〇

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日

２

同

末
広
二
丁
目
七
九
番
地

先
ま
で


